
　平成30年2月の大雪による災害により被災された方々で一定要件に該当する場合は、
保険医療機関等での一部負担金等の支払いを猶予することができます。
　なお、支払い猶予をご希望された方につきましては、保険医療機関等への支払いに
代えて、後日当健康保険組合が被保険者から直接徴収することになります。

・適用市町村について

　別添のとおり

　詳しくは東京都電気工事健康保険組合 給付課(０３－３８６１－１８５３)までお問
い合わせください。

          平成30年2月の大雪による災害により被災した被保険者等
          に係る一部負担金等の取り扱いについて




